
別記様式第１号

番 号

年 月 日

○○農政局長

（○○農政事務所長経由） 殿

北海道農政事務所長

内閣府沖縄総合事務局長

住所

○○都道府県水田農業推進協議会

会長 ○印
水田等有効活用促進対策事業作付転換について

水田等有効活用促進対策事業実施要綱（平成２１年４月１日付け２０生産第９８４７号農林水

産事務次官依命通知）第３に定める事業を実施したいので、水田等有効活用促進対策事業実施要

領（平成２１年４月１日付け２０生産第９８４８号生産局長通知）第２の１の（４）の規定に基

づき、下記の関係書類を添えて報告する。

記
１ 水田における作付転換

（単位：ha、千円）

作物名 平成 20 年度実施状況 作付転換計画

作付面積 産地づくり交付金 作物名 取組面積

交付額（実績）

麦 ① 麦

大豆 ② 大豆

飼料作物 ③ 飼料作物

米粉用米 ④ 米粉用米

飼料用米 ⑤ 飼料用米

⑥ 計

⑦

⑧

計(①＋②・・＋⑧)

注１：⑥～⑧は対象作物以外の作物区分毎に記載する。（区分は任意。例：そば、野菜、その他作物）

２：作付転換計画の取組面積が水田等有効活用促進交付金の交付対象面積になる。

３：「平成 20 年度実施状況」の作付面積の計と「作付転換面積」の取組面積の計は同数となる。

４：「産地づくり交付金交付額（実績）」が産地確立交付金要調整額となる。

５：１～３については畑における作付転換においても同様。

２ 畑における作付転換
（単位：ha、千円）

作物名 平成 20 年度実施状況 作付転換計画

作付面積 作物名 取組面積

麦 ① 麦

大豆 ② 大豆

飼料作物 ③ 飼料作物

④ 計

⑤

⑥

計(①＋②・・＋⑥)

添付書類 地域協議会毎の転換内容が分かるもの（内容は上表に準じる）

作付転換をしなければならない理由（各作物毎）



別記様式第２号

番 号

年 月 日

○○農政局長

（○○農政事務所長経由） 殿

北海道農政事務所長

内閣府沖縄総合事務局長

住所

○○都道府県水田農業推進協議会

会長 ○印

○○協議会水田等有効活用促進対策事業業務方法書承認申請書

水田等有効活用促進対策事業実施要綱（平成２１年４月１日付け２０生産第９８４７号農林水

産事務次官依命通知）第３に定める事業を実施したいので、水田等有効活用促進対策事業実施要

領（平成２１年４月１日付け２０生産第９８４８号生産局長通知）第４の１の規定に基づき、下

記の関係書類を添えて承認を申請する。

添付書類 ○○協議会水田等有効活用促進対策事業業務方法書



別記様式第３号

番 号

年 月 日

○○農政局長

（○○農政事務所長経由） 殿

北海道農政事務所長

内閣府沖縄総合事務局長

住所

○○都道府県水田農業推進協議会

会長 ○印

○○協議会水田等有効活用促進対策事業業務方法書変更申請書

○○協議会水田等有効活用促進対策事業業務方法書を下記により変更したいので、水田等有効

活用促進対策事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０生産第９８４８号生産局長通知）第４

の３の規定に基づき、関係書類を添えて承認を申請する。

記

１ ○○協議会水田等有効活用促進対策事業業務方法書を変更する理由

２ 変更箇所（○○協議会水田等有効活用促進対策事業業務方法書新旧対照表）

添付書類 変更後の○○協議会水田等有効活用促進対策事業業務方法書案



別記様式第４号

番 号

年 月 日

○○農政局長

（○○農政事務所長経由） 殿

北海道農政事務所長

内閣府沖縄総合事務局長

住所

○○都道府県水田農業推進協議会

会長 ○印

水田等有効活用促進対策事業にかかる都道府県作付拡大推進方針（の変更）について

水田等有効活用促進対策事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０生産第９８４８号生産局

長通知）第５の１の（１）（又は（２））及び第２の６の（３）の既定の規定に基づき、○○協

議会水田等有効活用促進対策事業都道府県作付拡大推進方針を作成（変更）したので、関係書類

を添えて申請する。

記

添付書類 ○○協議会水田等有効活用促進対策事業都道府県作付拡大推進方針



別記様式第４号添付書類

○○都道府県協議会水田等有効活用促進対策事業都道府県作付拡大推進方針

作成：平成○年○月○日

変更：平成○年○月○日

第１ 趣 旨

第２ 作付拡大の推進法方針

１ 水田等の有効活用の現状と課題

２ 活用方針

第３ 低コスト化・高品質化のための技術の導入について

１ 現状と課題

２ 対応方向

３ 低コスト化・高品質化のため導入を推進する技術

（１）本県で推進する主な輪作体系

（２）本県で推進する低コスト化・高品質化の技術

表１ 県が推進する技術の普及目標について

区分 重点推 技術名 技術の概要※２

進技術

※１

水 麦

田 大豆

飼料作物

米粉用米・飼料用米

ＷＣＳ用稲

畑 麦

大豆

飼料作物

※この表には国が提示する技術メニュー及び都道府県特認技術について記載する。別葉としても良

い。

※１：重点推進技術とは、この中で特に重点的に推進を図る技術をいう。該当する技術に○を記載

する。

※２：国メニューの疎植栽培の基準や都道府県特認技術の概要について記載する。



４ 都道府県が指定する飼料作物の草種について

草種名 品種名 選定理由

地域での栽培条件との適合状況、地域

への導入状況等について、具体的に記入

すること。

※有効活用促進対策事業実施要領（平成○年○月○日付け２０生産第○○○○号生産局長通知）第

２の６の（３）規定に基づき、都道府県が指定する飼料作物を記載する。

添付資料：○○農政局長が、必要として添付を求めた資料等。

【わら専用稲の場合】

品種名 選定理由 子実の供給方法

地域での栽培条件との適合状 子実の供給方法を記入すること。

況、地域への導入状況、主食用米

への混入防止の確実性等につい

て、具体的に記入すること。

添付資料：都道府県知事と都道府県水田農業推進協議会との協議文書（写）

○○農政局長が、必要として添付を求めた資料等。

第４ 作付拡大の状況等について

１ 水田

表２ 作付拡大計画 （単位：㎡）

区分 平成２０年産 平成２３年産 増減
（目標年）

主食用米
加工用米
新規需要米※

戦 麦
略 大豆
作 飼料作物
物 牧草

ＷＣＳ
その他

飼料用米
米粉用米

戦略作物計
野菜
○○
調整水田等不作付
○○
※飼料用米・米粉用米は含まない。



２ 畑

表３ 作付拡大計画 （単位：㎡）

区分 平成２０年産 平成２３年産 増減
戦 麦
略 大豆
作 飼料作物
物 牧草

ＷＣＳ
その他

戦略作物計
野菜

○○
不作付
○○

第５ 各種施策の活用

区 分 施 策 名

１ 米粉用米・飼料用米の利活用の推進に関する
施策

２ 麦の生産振興に関する施策

３ 大豆の生産振興に関する施策

４ 飼料作物の生産振興に関する施策

５ 環境と調和のとれた農業生産活動の推進に関
する施策

６ 担い手育成に関する施策

７ 耕作放棄地の解消対策の推進に関する施策



別記様式第５号

番 号

年 月 日

○○農政局長

（○○農政事務所長経由） 殿

北海道農政事務所長

内閣府沖縄総合事務局長

住所

○○都道府県水田農業推進協議会

会長 ○印

○○協議会水田等有効活用促進対策事業にかかる都道府県作付拡大計画

（の変更）について

水田等有効活用促進対策事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０生産第９８４８号生産局

長通知）第５の２の（１）（又は（２））の規定に基づき、○○協議会水田等有効活用促進対策

事業都道府県作付拡大計画を作成（変更）したので、関係書類を添えて提出する。

記

添付書類 ○○協議会水田等有効活用促進対策事業都道府県作付拡大計画書



別記様式第５号添付書類（都道府県協議会用）

○○都道府県協議会水田等有効活用促進対策事業都道府県作付拡大計画書

作成：平成○年○月○日

変更：平成○年○月○日

第１ 推進体制

１ 協議会の構成

２ 推進体制

第２ 食料自給力向上に向けた取組について

１ 水田等の有効活用

（１）現状

（２）活用方針

２ 担い手への土地利用集積

（１）現状

（２）担い手への土地利用集積の取組方針

第３ 作付拡大計画について

１ 水田

表１ 平成○○年産作付拡大計画 （単位：㎡）

区分 平成２０年産 平成○○年産 増減

主食用米

加工用米

新規需要米※

戦 麦

略 大豆

作 飼料作物

物 牧草

ＷＣＳ

その他

飼料用米

米粉用米

戦略作物計

野菜

○○

調整水田等不作付

○○

※飼料用米・米粉用米は含まない。



２ 畑

表２ 平成○○年産作付拡大計画 （単位：㎡）

区分 平成２０年産 平成○○年産 増減

戦 麦

略 大豆

作 飼料作物

物 牧草

ＷＣＳ

その他

戦略作物計

野菜

○○

不作付

○○

第４ 捨て作り防止について

地域水田協議会名 捨て作り防止の指導基 左記の単収を基準とする理由 ：※２

準とする単収データ※１

※１：有効活用促進対策事業実施要領（平成○年○月○日付け２０生産第○○○○号生産局長通知）

第２の７の（４）のウのただし書きの規定に基づき、地域協議会等の長が適当と判断する単収

データを記載すること。

※２：農林水産関係市町村別データ（年産）（農林水産省発表）以外の単収を使用する場合には、

その理由を記載すること。（農協等が独自に算出した単収を用いる場合には、単収の算出方法

を記載すること。）



第５ 拡大面積の内訳と需要額

１ 面積助成及び低コスト化に対する取組への加算

（単位：㎡）

区分 面 積 交付単価 需要額

(円/㎡) （円）

水田表作 飼料用米 ５５

(又は１毛作) 〃 ５０

米粉用米 ５５

〃 ５０

麦 （ ） ３５ （ ）

大豆 ３５

飼料作物 ３５

水田裏作 麦 （ ） １５ （ ）

(２毛作) 飼料作物 １５

飼料用米 １５※

米粉用米 １５※

畑作 麦 （ ） １５ （ ）

大豆 １５

飼料作物 １５

計

※水稲の２期作地帯対象

２ 固定払相当への助成

（単位：㎡）

区分 面 積 交付単価 需要額

(円/10a)※ （円）③＝①×②/1,000（又

① ② は地域協議会毎の合計）

麦

小麦 27,600

二条大麦 20,900

六条大麦 18,200

はだか麦 23,600

大豆 20,200

計

※助成単価について、要領別表４に基づき助成単価欄の単価よりも低く設定している地域協議

会がある場合には、行を追加して記載すること。



３ 生産実績に応じた加算助成（大豆数量加算）

（単位：kg）

助成対象数量 助成単価 需要額※

（3,000円/60kg＝50円/kg） （円）

① ② ③＝①×②

※大豆の単収が180kg以上の農業者の拡大面積（水田）×農業者の単収

第６ 地域協議会毎の交付予定額について

１ 面積助成及び低コスト化に対する取組への加算

地域協議会等名 区分 交付単価 作付拡大面積 交付額

(円/㎡) （助成対象面積） （円）

① （㎡）② ③＝①×②

○○地域協議会

都道府県水田協か 水田裏作
らの交付額予定額

(ア ) 畑作
円

合計

都道府県計 イ

注）①は交付単価調整を行っている場合には単価調整後の単価を記載すること。

ア≧イであることに留意すること。

２ 固定払相当への助成

（単位：㎡）

区分 面 積 交付単価 需要額

地域協議会等名 (円/10a)※ （円）

① ② ③＝①×②/1,000

○○地域協議会 麦

小麦 27,600

二条大麦 20,900

六条大麦 18,200

はだか麦 23,600

大豆 20,200

計

※固定払相当の助成単価について、要領別表４に基づき助成単価欄の単価よりも低い助成単価を設定

する市町村においては、設定した単価を記載する。



３ 生産実績に応じた加算助成（大豆数量加算）

（単位：kg）

助成対象数量 助成単価 需要額

地域協議会等名 （3,000円/60kg （円）

＝50円/kg）

① ② ③＝①×②

○○地域協議会



別記様式第６号

番 号

年 月 日

○○農政局長

（○○農政事務所長経由） 殿

北海道農政事務所長

内閣府沖縄総合事務局長

○○都道府県水田農業推進協議会

会長 ○印

水田等有効活用促進対策事業実施状況報告書

水田等有効活用促進対策事業実施状況報告書について、水田等有効活用促進対策事業実施要領（平

成２１年４月１日付け２０生産第９８４８号生産局長通知）第７の１の規定に基づき、下記のとおり

報告する。

記

１ 面積助成及び低コスト化に対する取組への加算について

（単位：㎡）

区分 面 積 交付単価 交付額※３

(円/㎡) （円）

水田表作 飼料用米 ５５

(又は１毛作) 〃 ５０

米粉用米 ５５

〃 ５０

麦 （ ） ３５ （ ）

大豆 ３５

飼料作物 ３５

水田裏作 麦 （ ） １５ （ ）

(２毛作) 飼料作物 １５

飼料用米 １５※１

米粉用米 １５※１

畑作 麦 （ ） １５ （ ）

大豆 １５

飼料作物 １５

小 計 ①

活用額の上限 ②※２

残余額 ③＝②－①

※１：水稲のニ期作地帯が対象になる。

※２：要領別表４に定めた交付単価で算出した場合の交付額を記載する。

※３：単価調整を行った場合には調整後の交付単価を記載する。



２ 固定払相当への助成

（単位：㎡）

区分 面 積 交付単価※ 交付額

(円/10a) （円）

① ② ③＝①×②/1,000

麦

小麦 27,600

二条大麦 20,900

六条大麦 18,200

はだか麦 23,600

大豆 20,200

計

※助成単価について、要領別表４に基づき助成単価欄の単価よりも低く設定している地域協議

会がある場合には、行を追加して記載すること。

３ 生産実績に応じた加算助成（大豆数量加算）

（単位：kg）

助成対象数量 助成単価 交付額

（3,000円/60kg （円）

＝50円/kg）

① ② ③＝①×②





参考様式第１号

番 号

年 月 日

都道府県水田農業推進協議会長

○○○○ 殿

住 所

○○協議会

会長 ○印

○○協議会承認申請書

水田等有効活用促進対策事業実施要綱（平成２１年４月１日付け２０生産第９８４７号農林水

産事務次官依命通知）第３に定める事業を実施したいので、水田等有効活用促進対策事業実施要

領（平成２１年４月１日付け２０生産第９８４８号生産局長通知）第１の３の（２）の規定に基

づき、下記の関係書類を添えて承認を申請する。

記

別添１ ○○協議会会員名簿

別添２ ○○協議会規約

別添３ ○○事務処理規程

別添４ ○○会計処理規程

別添５ ○○文書取扱規程

別添６ ○○公印取扱規程

別添７ ○○内部監査実施規程

別添８ ○○協議会事業計画書

別添９ ○○○○○○（○○協議会の水田等有効活用促進対策事業の実施に係る手続に関する定

め等）



参考様式第２号

番 号

年 月 日

都道府県水田農業推進協議会長

○○○○ 殿

住 所

○○協議会

会長 ○印

○○協議会規約変更承認申請書

○○協議会規約を下記により変更したいので、水田等有効活用促進対策事業実施要領（平成２

１年４月１日付け２０生産第９８４８号生産局長通知）第１の３の（４）の規定に基づき、関係

書類を添えて承認を申請する。

記

１ ○○協議会規約を変更する理由

２ 変更箇所（○○協議会規約新旧対照表）

添付書類 １ 変更後の○○協議会規約案

２ 規約の変更を議決した総会の議事録の写し



参考様式第３号

番 号

年 月 日

都道府県水田農業推進協議会長

○○○○ 殿

住 所

○○協議会

会長 ○印

○○協議会規程変更届出書

○○協議会○○規程を下記により変更したので、水田等有効活用促進対策事業実施要領（平成

２１年４月１日付け２０生産第９８４８号生産局長通知）第１の３の（５）の規定に基づき、関

係書類を添えて届出する。

記

１ 変更した規程の名称

２ 変更箇所

添付書類 １ 変更後の○○協議会○○規程

２ 規程の変更を議決した総会の議事録の写し



参考様式第４号

番 号

年 月 日

都道府県水田農業推進協議会長

○○○○ 殿

住 所

○○協議会

会長 ○印

水田等有効活用促進対策事業作付転換承認申請書

水田等有効活用促進対策事業実施要綱（平成２１年４月１日付け２０生産第９８４７号農林水

産事務次官依命通知）第３に定める事業を実施するため、下記により作付の転換を行いたいので、

水田等有効活用促進対策事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０生産第９８４８号生産局長

通知）第２の１の（３）の規定に基づき、下記の関係書類を添えて承認を申請する。

記

１ 水田における作付転換
（単位：ha、千円）

作物名 平成 20 年度実施状況 作付転換計画

作付面積 産地づくり交付金 作物名 取組面積

交付額（実績）

麦 ① 麦

大豆 ② 大豆

飼料作物 ③ 飼料作物

米粉用米 ④ 米粉用米

飼料用米 ⑤ 飼料用米

⑥ 計

⑦

⑧

計(①＋②・・＋⑧)

注１：⑥～⑧は対象作物以外の作物区分毎に記載する。（区分は任意。例：そば、野菜、その他作物）

２：作付転換計画の取組面積が水田等有効活用促進交付金の交付対象面積になる。

３：「平成 20 年度実施状況」の作付面積の計と「作付転換面積」の取組面積の計は同数となる。

４：「産地づくり交付金交付額（実績）」が産地確立交付金要調整額となる。

５：１～３については畑における作付転換においても同様。

２ 畑における作付転換
（単位：ha、千円）

作物名 平成 20 年度実施状況 作付転換計画

作付面積 作物名 取組面積

麦 ① 麦

大豆 ② 大豆

飼料作物 ③ 飼料作物

④ 計

⑤

⑥

計(①＋②・・＋⑥)

添付書類 転換する農地のリスト（必須項目：地目、地名、地番、面積(水田の場合は畦畔除く)、平成２０年
産の作付状況（作付した作物等））
作付転換をしなければならない理由（各作物毎）



参考様式第５号

番 号

年 月 日

都道府県水田農業推進協議会長

○○○○ 殿

住所

○○協議会

会長 ○印

○○協議会水田等有効活用促進対策事業にかかる地域作付拡大計画

（の変更）について

水田等有効活用促進対策事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０生産第９８４８号生産局

長通知）第５の３の（１）（又は（２））規定に基づき、○○協議会水田等有効活用促進対策事

業地域作付拡大計画を作成（変更）したので、関係書類を添えて提出する。

記

添付書類 ○○協議会水田等有効活用促進対策事業地域作付拡大計画書



参考様式第５号添付書類（市町村協議会用）

○○地域協議会水田等有効活用促進対策事業地域作付拡大計画書

作成：平成○年○月○日

変更：平成○年○月○日

第１ 推進体制

１ 協議会の構成

２ 推進体制

第２ 食料自給力向上に向けた取組について

１ 水田等の有効活用

（１）現状

（２）活用方針

２ 担い手への土地利用集積

（１）現状

（２）担い手への土地利用集積の取組方針

第３ 低コスト化・高品質化のための技術の導入について

１ 課題

２ 対応方向

３ 低コスト化・高品質化のため導入を推進する技術

第４ 作付拡大の状況等について

１ 水田

表１ 平成○○年産作付拡大計画 （単位：㎡）

区分 平成２０年産 平成○○年産 増減

主食用米

加工用米

新規需要米※

戦 麦

略 大豆

作 飼料作物

物 牧草

ＷＣＳ

その他

飼料用米

米粉用米

戦略作物計

野菜

調整水田等不作付

○○

※飼料用米・米粉用米は含まない。



２ 畑

表２ 平成○○年産作付拡大計画 （単位：㎡）

区分 平成２０年産 平成○○年産 増減

戦 麦

略 大豆

作 飼料作物

物 牧草

ＷＣＳ

その他

戦略作物計

野菜

不作付

○○

第５ 捨て作り防止

捨て作り防止の指導基準 左記の単収を基準とする理由 ：※２

とする単収データ※１

※１：有効活用促進対策事業実施要領（平成○年○月○日付け２０生産第○○○○号生産局長通知）第２の

７の（４）のウのただし書きの規定に基づき、地域協議会等の長が適当と判断する単収データを記載す

ること。

※２：農林水産関係市町村別データ（年産）（農林水産省発表）以外の単収を使用する場合には、その理由

を記載すること。（農協等が独自に算出した単収を用いる場合には、単収の算出方法を記載すること。）

第６ 拡大面積の内訳と需要額

１ 面積助成及び低コスト化に対する取組への加算

（単位：㎡）

区分 面 積 交付単価(円/㎡) 需要額（円）※３

水田表作 飼料用米 ５５

(又は１毛作) 〃 ５０

米粉用米 ５５

〃 ５０

麦 （ ） ３５ （

大豆 ３５ ）

飼料作物 ３５

水田裏作 麦 （ ） １５ （

(２毛作) 飼料作物 １５ ）

飼料用米 １５※１

米粉用米 １５※１

畑作 麦 （ ） １５ （

大豆 １５ ）

飼料作物 １５

小 計 ①

活用額の上限 ②※２

残余額 ③＝②－①

※１：水稲のニ期作地帯が対象になる。

※２：要領別表４に定めた交付単価で算出した場合の交付額を記載する。

※３：単価調整を行う場合には調整後の交付単価を記載する。



２ 固定払相当への助成

（単位：㎡）

区分 面 積 交付単価 需要額

(円/10a)※ （円）

① ② ③＝①×②/1,000

麦

小麦 27,600

二条大麦 20,900

六条大麦 18,200

はだか麦 23,600

大豆 20,200

計

※固定払相当の助成単価について、要領別表４に基づき助成単価欄の単価よりも低い助成単価を設定する

市町村においては、設定した単価を記載すること。

３ 生産実績に応じた加算助成（大豆数量加算）

（単位：kg）

助成対象数量 助成単価 需要額※

（3,000円/60kg （円）

＝50円/kg）

① ② ③＝①×②

※大豆の単収が180kg以上の農業者の拡大面積×農業者の単収



※地域水田農業推進協議会以外の協議会が水田等有効活用促進対策事業

　の事業実施主体となっている場合は、当該事業実施主体を記載。

(都道府県担い手育成総合支援協議会　殿)

　フリガナ フリガナ　

氏名・組織名称　　　　　　　　　　 　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　印

　※代表者氏名は法人・組織のみ記入　　　　　

第１　申請年月日　平成　　年　　月　　日

第２　申請者連絡先

〒　　　－　　　　　　 TEL（　　　）　　　－　　　　　 FAX（　　　）　　　－　　　　　

申請者生年月日又は組織設立年月日 E-Mail

大正　昭和　平成 年　　　月　　　日

住所

第３　振込口座先 産地確立交付金と同じ □（産地確立交付金と異なる場合に下記に記入してください。）

金融機関ｺｰﾄﾞ 支店名 支店ｺｰﾄﾞ

　１　米の生産調整の実施状況について（平成２１年度の主食 　２　は種前契約の締結等について

　　用米の生産調整への取組について） 　　（該当する場合□にレを記載）

　　（該当する場合□にレを記載）

　・生産調整を実施する。  　□ ・集荷円滑化対策に加入する。  □ ・は種前契約の締結等をしている。 □

　　　技術名（「都道府県作付拡大推進方針」に定める技術メニューから該当する番号等を記載）

作物名

技術

ポイント合計

漢字

カナ

大豆 麦 飼料作物(WCS稲以外の場合) 米粉用米・飼料用米

大豆の単収に基づく加算制度について（申込む場合□にレを記載）　□　

飼料作物(WCS稲の場合)

第４　各種要件について

第５　生産性向上のための導入技術等について

口座番号 口座名義
（桁数が７桁に満たない場合には、先頭から「０」を記入して７桁とすること）

金融機関名 種　目

                　銀行　信用金庫　信用組合　労働金庫 □当座　□通知

            　　　農業協同組合　信連　農林中金　 □普通　□別段

参考様式第６号（農業者用）

平成年度水田等有効活用促進対策事業作付拡大営農計画書兼交付金申請書
（兼平成　年度担い手経営革新促進事業参加申請書（特定対象農産物の生産支援事業））

　地域水田農業推進協議会　殿

　平成　年度水田等有効活用促進対策事業及び平成　年度担い手経営革新促進事業に参加したいので、以下のとおり申請します。



　（食料自給力向上緊急生産拡大対策事業実施要領第４の４に基づく計画書を申請し、受理されている場合であって、同様の資料を提出している場合には添付不要）

　また、申請者の関係する農業協同組合、集荷業者、販売又は販売の委託先、登録検査機関、都道府県担い手育成総合支援協議会の構成機関、市町村担い手育成総合支援協議会の構成機関、都道府県水田農業
推進協議会の構成機関、地域水田農業推進協議会の構成機関及び国の関係機関へ申請内容を確認するために提供する場合があります。さらに、本申請に係る氏名、データ等については、別途公表する場合もあ
ります。

　地域水田農業推進協議会は、本申請書の記載内容及び添付書類に含まれる個人情報を「個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）」及び関係法令に基づき適正に管理し、水田等有効活用促進対策
事業に係る交付事務及び連絡のために利用します。

　助成金の交付を受けた後であっても、助成要件を満たさなかったことが明らかになった場合には、助成金の返還が生じることがあります。

　なお、本申請書を提出された場合は、個人情報の取扱い及び作付拡大営農計画書及び助成金の取り扱いについて同意したものとして取り扱います。

本申請書に係る個人情報の取り扱いについて

　なお、本申請書を提出された場合は、本個人情報の取扱いについて同意したものとして取り扱います。

作付拡大営農計画書及び助成金の取り扱いについて

　協議会が行った助成要件等の確認結果に基づき、提出した作付拡大営農計画書の内容を訂正する場合があります。

■添付書類

・平成２０年産及び平成２１年産の作付面積の確認できる書類（水田農業構造改革交付金（産地づくり交付金又は産地確立交付金）の営農計画書の写し、農業共済加入細目書の写し、共済掛金賦課金納入告知
書の写し等）

・需要に応じた生産を実施していることが確認できる書類（は種前契約書等の写し）

【以下の書類は該当する場合にのみ添付すること】

・経営面積の拡大が確認できる書類（平成２０年産収穫以降に権利を取得した農地の売買契約書、作業受委託等の契約書の写し等）

・新規参入であることを証明する書類（市町村農業委員会が新規参入であることを証明する書類（別紙参照））



第６　作付拡大の状況について

１　面積払分（拡大面積算出のための基本情報を記載する。） 入力欄

経営面積 既作付からの作付転換が認められた面積
20年産 21年産 20年産 21年産

水　田 ㎡ ㎡ 21年産
主食用水稲 ㎡ → ㎡

畑 ㎡ ㎡
麦（１毛作） ㎡ → ㎡ 麦（１毛作） ㎡

合　計 ㎡ ㎡
麦（裏作又は２毛作） ㎡ → ㎡ 麦（裏作又は２毛作） ㎡

大　豆 ㎡ → ㎡ 大　豆 ㎡

H21年産の生産調整を実施する 飼料作物（表作） ㎡ → ㎡ 飼料作物（表作） ㎡

飼料作物 ㎡ → ㎡ 飼料作物 ㎡
（裏作又は２毛作） （裏作又は２毛作）

米粉用米・飼料用米 ㎡ → ㎡ 米粉用米・飼料用米 ㎡
取組の有無 有 無

米粉用米・飼料用米 ㎡ → ㎡ 米粉用米・飼料用米 ㎡

整理NO.

水田の作付状況

生産調整の取組状況（該当する場合に□にレを記載する）

緊急一時金の取組（該当する場合に□にレを記載する）

米粉用米 飼料用米 ㎡ → ㎡ 米粉用米 飼料用米 ㎡
契約名 長期生産調整実施 （裏作又は２毛作） （裏作又は２毛作）

その他作物（表作） ㎡ → ㎡
非主食用米低コスト

その他作物 ㎡ → ㎡ 食料自給力向上緊急生産拡大対
契約面積 ㎡ （裏作又は２毛作） 策事業等対象面積

不作付地 ㎡ → ㎡ 麦（１毛作） ㎡

緑肥・景観作物等 ㎡ → ㎡ 麦（裏作又は２毛作） ㎡

㎡

既作付からの作付転換が認められた面積
㎡ 20年産 21年産 21年産

㎡ 麦 ㎡ → ㎡ 麦 ㎡

㎡ 大　豆 ㎡ → ㎡ 大　豆 ㎡

㎡ 飼料作物 ㎡ → ㎡ 飼料作物 ㎡
　　　（裏作又は２毛作）

㎡ その他作物 ㎡ → ㎡
食料自給力向上緊急

㎡ 不作付地 ㎡ → ㎡ 生産拡大対策事業等 ㎡
対象面積

㎡ 緑肥・景観作物 ㎡ → ㎡

㎡

米粉用米・飼料用米
　　　（裏作又は２毛作）

　　不作付地

　　緑肥・景観作物

　　麦（１毛作）

　　麦（裏作又は２毛作）

　　大　豆

飼料作物（表作）

　　飼料作物

米粉用米・飼料用米

緊急一時金からの切り換え面積

畑の作付状況



　２　固定払相当分

　（１）担い手経営革新促進事業に申請しない場合（水田等有効活用促進対策事業のみ該当する場合）

　　　　ア　水田・畑作経営所得安定対策への加入状況（該当する□にレを記入（複数選択可））

　　　　　　□私は加入（加入予定を含む）しています（□生産条件不利補正交付金　□収入減少影響緩和交付金）

　　　　イ　固定払相当分の面積

　　　　　　別紙１に必要事項を記入し提出すること。

　（２）担い手経営革新促進事業の助成を申請する場合（当てはまる場合の□にレをつける）

　　　　ア　　□ 農外からの新規参入　  　 　 □ 米の生産調整強化への対応  　　　　  □ 経営面積の拡大

　　　　　    □ 地方農政局長が特に認める場合（水田等有効活用対策促進事業にあっては、「不作付地への作付拡大の場合を含む」）　　　　　    □ 地方農政局長が特に認める場合（水田等有効活用対策促進事業にあっては、 不作付地 の作付拡大の場合を含む」）

　　　　　

　　　　イ　別紙１に加えて、アに該当する項目別に様式を作成し提出すること。

　　　　　①　農外からの新規参入の場合　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙２

　　　　　②　米の生産調整強化への対応の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙３

　　　　　③　経営面積の拡大の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙４

　　　　　④　地方農政局が特に認める場合（水田等有効活用対策促進事業にあっては、「不作付地への作付拡大の場合を含む」）・・・別紙５

　　　　　　※別紙１の助成対象見込面積（Ｄ）または別紙２から別紙４までの助成対象見込面積合計のうち面積が小さい方が、助成対象面積になります。

　　　　ウ　経営形態（該当するものにレ印を記入）

　　　　　　□　認定農業者（個人）　□認定農業者（法人）（特定農業法人を含む）　□特定農業団体　□特定農業団体以外の農作業受託組織

　　　　　　　　　　　　　　　　　　



（別紙１）

　　①　固定払相当分の面積
麦 大豆

㎡ ㎡
0 0
㎡ ㎡

㎡ ㎡
0 0

対象作物
計

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 　　　　㎡
 0

（注）助成対象面積は、（Ｃ）の面積を各対象農産物の作付拡大面積の範囲内で分配する。

六条大麦 はだか麦 大豆

固定払相当分助成対象見込面積（Ｄ）

面積払助成対象面積　（Ａ）
（助成対象面積＋生産拡大事業（H20補正事業）の助成対象面積）

（面積払計算シートから算出される固定払相当分対象面積⑪を記載する。
記載に当たっては麦・大豆の種子、黒大豆および地大豆の面積は除くこと。）

期間平均生産面積の移動分（Ｂ）
（経営面積が拡大している場合）

固定払相当分助成対象面積
（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ）

 小麦 二条大麦



( 別紙２ ) 農外からの新規参入の場合

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ (ｱ) ㎡

(注)具体的計画を有していない場合は、見込みの面積を記入する。

(ｲ) ㎡ (ｳ) ㎡

てん菜 でん粉原料用 特定対象農産物

ばれいしょ（②） 計(①)
二条大麦 六条大麦 大豆

保有する見込み

はだか麦

作付計画

当該年産

小麦

保有する見込み期間平均生産面積

北海道用

(ｲ) ㎡ (ｳ) ㎡

（注）

(ｴ) ㎡

（注） １．ウは、ア－(①＋②)≧イの場合にはイの面積を、

ア―（①＋②）＜イの場合にはア－(①＋②)の面積をそれぞれ記入する。

２．エは、イーウを差し引いた面積を記入する。

（ｱ-（①+②））-ｳ ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

(注)助成対象見込み面積は、（ｱ-（①+②））-ｳの面積を各特定対象農産物（てん菜及びでん粉原料用ばれいしょを除く。）の当該年産作付計画の範囲内で分配する。

期間平均生産面積

保有する見込み

（てん菜、でん粉原料用ばれいしょ）

保有する見込み期間平均生産面積

保有する見込み期間平均生産面積

　期間平均生産面積は、水田等有
効活用促進対策事業の対象となる
農作物(てん菜、でん粉原料用ば
れいしょ以外)に係る面積の範囲
内で最大限配分する。

（てん菜、でん粉原料用ばれいしょ以外）

水田等有効活用促進対策事業

助成対象見込み面積

北海道用

（①+②）-ｴ ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

(注)助成対象見込み面積は、（①＋②）-エの面積をてん菜及びでん粉原料用ばれいしょの当該年産作付計画の範囲内で分配する。

( )

(注)特定対象農産物以外の作物に技術を導入した場合は、その農産物の作付面積も記入する。

添付書類

・ 新規参入であることを証明する書類（市町村農業委員会が新規参入であることを証明する書類（別紙１））

導入する新技術

(技術を導入する作物)

助成対象見込み面積

担い手経営革新促進事業

北海道用



（ 別紙２ ) 農外からの新規参入の場合

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ (ｱ) ㎡

(注)具体的計画を有していない場合は、見込みの面積を記入する。

小麦 二条大麦 六条大麦 はだか麦 大豆 特定対象農産物

計

当該年産

作付計画

都府県用

(ｲ) ㎡

　ｱ-ｲ ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

(注)助成対象見込み面積は、ｱ-ｲの面積を各特定対象農産物の当該年産作付計画の範囲内で分配する。

( )

(注)特定対象農産物以外の作物に技術を導入した場合は、その農産物の作付面積も記入する。

添付書類

新規参入であることを証明する書類（市町村農業委員会が新規参入であることを証明する書類（別紙１））

期間平均生産面積

保有する見込み

水田等有効活用促進対策事業

助成対象見込み面積

(技術を導入する作物)

導入する新技術

都府県用

・ 新規参入であることを証明する書類（市町村農業委員会が新規参入であることを証明する書類（別紙１））



( 別紙３ ) 米の生産調整強化への対応の場合

㎡ ㎡ ㎡

(ｱ) ㎡ (ｲ) ㎡

実施面積(a)

20年産の生産調整

実施面積(b)

18年産の生産調整

目標水準(ｃ)

当該年産の生産調整

小麦 大豆はだか麦二条大麦 特定対象農産物でん粉原料用

生産調整拡大面積
の上限(b-c)

(20年産-18年産)

てん菜六条大麦

(当該年産-18年産)

生産調整拡大面積の
上限(a-c)

北海道用

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ (あ) ㎡ (い) ㎡ (ｳ) ㎡

(注)具体的計画を有していない場合は、見込みの面積を記入する。

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ (う) ㎡ (え) ㎡ (ｴ) ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ (ｵ) ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ (お) ㎡ (か) ㎡ (ｶ) ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ (ｷ) ㎡

小麦

18年産の

作付面積(②)

20年産－18年産の差

⑥＝②－③

④＝①－③

大豆はだか麦

作付計画(①)

当該年産

20年産の

条大麦

当該年産－18年産の差

作付面積(③)

特定対象農産物

ばれいしょ 計

でん粉原料用てん菜六条大麦

0

当該年産－20年産の差

⑤＝①－②

(ｸ) ㎡ （注）

（注）

(ｹ) ㎡

１　平成20年産から当該年産までに作付拡大（てん菜、でん粉原料用ばれいしょ以外）があった場合（「ウ－（あ＋い）＞エー（う＋え）」
の場合）には、「ア－イ」又は「カ－（お＋か）」のうち、いずれか小さい方の面積を上限とする。

○　平成20年産から当該年産までに作付拡大があった場合（「ウ－(あ+い)＞エ－(う+え）」の場合）には、⑦に⑤（(お)及び(か)を除く。）の内容を、⑧に⑥の内容（てん菜及びでん粉原料用ばれいしょは、⑥に⑤の（お）及び
（か）を加えたもの）をそれぞれ記載。

⑥ ② ③

○　平成20年産から当該年産までに作付拡大はないが、平成18年産から平成20年産までに生産調整面積の拡大があったことにより、平成18年産から当該年産までの作付拡大がある場合（「ウ－（あ＋い）≦エ－（う＋え）」の場合）
には、⑧に④の内容を記載。

ケについては、

２　平成20年産から当該年産までに作付拡大（てん菜、でん粉原料用ばれいしょ以外）がない場合（「ウ－（あ＋い）≦エー（う＋え）」の
場合）には０とする。

助成対象見込み面積の上限

(当該年産-18年産)

クについては、ア又はオのうち、いずれか小さい方の面積を上限とする。

北海道用

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

(注)助成対象面積は、ケの面積を各特定対象農産物（てん菜及びでん粉原料用ばれいしょを除く。）の作付拡大面積の範囲内で分配する。

ｸ－ｹ ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

(注)助成対象面積は、ク－ケの面積を各特定対象農産物の作付拡大面積の範囲内で分配する。

( )

(注)特定対象農産物以外の作物に技術を導入した場合は その農産物の作付面積も記入する

導入する新技術

(技術を導入する作物)

助成対象見込み面積(⑧)

担い手経営革新促進事業

水田等有効活用促進対策事業

助成対象見込み面積（⑦）

北海道用

(注)特定対象農産物以外の作物に技術を導入した場合は、その農産物の作付面積も記入する。

添付書類

・ 当該年産の生産調整実施面積及び18年産の生産調整目標面積を確認できる書類

・ 18年産の作付面積の確認に係る書類(共済掛金賦課金納入告知書及び細目書の写し等）（初年度に提出している場合は、2年目以降は提出不要)



( 別紙３ ) 米の生産調整強化への対応の場合

㎡ ㎡ ㎡

(ｱ) ㎡ (ｲ) ㎡

二条大麦 六条大麦 はだか麦 大豆

生産調整拡大面積の
上限(a-c)

生産調整拡大面積の
上限(b-c)

(当該年産-18年産) (20年産-18年産)

小麦 特定対象農産物

当該年産の生産調整 20年産の生産調整 18年産の生産調整

実施面積(a) 実施面積(b) 目標水準(ｃ)

都府県用

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ (ｳ) ㎡

(注)具体的計画を有していない場合は、見込みの面積を記入する。

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ (ｴ) ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ (ｵ) ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ (ｶ) ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ (ｷ) ㎡20年産－18年産の差

⑥＝②－③

当該年産－20年産の差

⑤＝①－② 0

当該年産－18年産の差

④＝①－③

18年産の

作付面積(③)

作付面積(②)

条大麦 六条大麦 はだか麦 大豆

20年産の

当該年産

作付計画(①)

計

小麦 特定対象農産物

(ｸ) ㎡ （注）

（注）

(ｹ) ㎡

１　平成20年産から当該年産までに作付拡大があった場合（「ウ＞エ」の場合）には、「ア－イ」又は「カ」のうち、いずれか小さい方の面
積を上限とする。

２　平成20年産から当該年産までに作付拡大がない場合（「ウ≦エ」の場合）には０とする。

(当該年産-18年産)

○　平成20年産から当該年産までに作付拡大があった場合（「ウ＞エ」の場合）には、⑦に⑤の内容を、⑧に⑥の内容をそれぞれ記載。

○　平成20年産から当該年産までに作付拡大はないが、平成18年産から平成20年産までに生産調整面積の拡大があったことにより、平成18年産から当該年産までの作付拡大がある場合（「ウ≦エ」の場合）には、⑧に④の内容を記
載。

ケについては、

助成対象見込み面積の上限
クについては、ア又はオのうち、いずれか小さい方の面積を上限とする。

⑥ ② ③

都府県用

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

(注)助成対象面積は、ケの面積を各特定対象農産物の作付拡大面積の範囲内で分配する。

ｸ－ｹ ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

(注)助成対象面積は、ク－ケの面積を各特定対象農産物の作付拡大面積の範囲内で分配する。

( )

(注)特定対象農産物以外の作物に技術を導入した場合は その農産物の作付面積も記入する

(技術を導入する作物)

導入する新技術

担い手経営革新促進事業

助成対象見込み面積(⑧)

水田等有効活用促進対策事業

助成対象見込み面積（⑦）

都府県用

(注)特定対象農産物以外の作物に技術を導入した場合は、その農産物の作付面積も記入する。

添付書類

・ 当該年産の生産調整実施面積及び18年産の生産調整目標面積を確認できる書類

・ 18年産の作付面積の確認に係る書類(共済掛金賦課金納入告知書及び細目書の写し等）（初年度に提出している場合は、2年目以降は提出不要)



( 別紙４ ) 経営面積の拡大の場合

㎡ ㎡ ㎡ ㎡

㎡ ㎡

(ｱ) ㎡ (ｲ) ㎡ (ｳ) ㎡

当該年産の

経営面積(a) の経営面積(b)

18年産における

当該年産－20年産の差

20年産における

ｄ＋ｅ

当該年産－18年産の差

(経営面積の上限)

はだか麦

f－ｃ

小麦 二条大麦 六条大麦

裏作又は麦跡大豆

ａ＋ｂ－ｃ

(経営面積の上限)

ａ＋ｂ－f

てん菜 でん粉原料用 特定対象農産物

ばれいしょ 計

20年産－18年産の差

20年産の 裏作又は麦跡大豆

経営面積(ｄ) の経営面積(ｅ)

大豆

(経営面積の上限)

経営面積(c) 経営面積(f)

北海道用

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ (あ) ㎡ (い) ㎡ (ｴ) ㎡

(注)具体的計画を有していない場合は、見込みの面積を記入する。

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ (う) ㎡ (え) ㎡ (ｵ) ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ (ｶ) ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ (お) ㎡ (か) ㎡ (ｷ) ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ (ｸ) ㎡

(ｹ) ㎡ (ｺ) ㎡ (注)コについては、ア又はカのうち、小さい方の面積を上限とする。

(注)シについては、

(ｻ) ㎡ (ｼ) ㎡農地の出し手から移動の見込まれる期間

平均生産面積(20年産から当該年産までの間）

当該年産－20年産の差

１　平成20年産から当該年産までにの経営規模の拡大に伴う作付拡大（てん菜、でん粉原料用
ば

平均生産面積(18年産から当該年産までの間）

作付計画(①)

当該年産

農地の出し手から移動の見込まれる期間

ばれいしょ 計

当該年産－18年産の差

作付面積(②)

④＝①－③

20年産の

18年産の

作付面積(③)

0

20年産－18年産の差

⑤＝①－②

0

⑥＝②－③

北海道用

(ｽ) ㎡ （注）

(ｾ) ㎡

（注） １．スはキ－(お＋か)＞0の場合には、キ－(お＋か)又はサのいずれか小さい方の面積を

上限とし、キー（お＋か）≦０の場合は、０を記入とする。

２．セは、サースを差し引いた面積を記入する。

ｼ ｽ ㎡ ※シ ス≦０の場合は ０を記載

平均生産面積(20年産から当該年産までの間）

　期間平均生産面積は、水田等有
効活用促進対策事業の対象となる
農作物(てん菜、でん粉原料用ば
れいしょ以外)に係る面積の範囲
内で最大限配分する。

ばれいしょ以外）があった場合（「エ－（あ＋い）＞オー（う＋え）」の場合）には、「イ又
はキ－（お＋か）のうち、いずれか小さい方の面積を上限とする。

○　平成20年産から当該年産までに経営規模の拡大に伴う作付拡大（てん菜、でん粉原料用ばれいしょ以外）はないが、平成18年産から平成20年産までに経営規模の拡大があったことにより、平成18年産から当該年産までの作付拡大があ
る場合（「エ－（あ＋い）≦オ－（う＋え）」の場合）には、⑧に④の内容を記載。

保有する見込み期間平均生産面積

２　平成20年産から当該年産までに経営規模の拡大に伴う作付拡大（てん菜、でん粉原料用ばれいしょ
以外）がない場合は０とする。

○　平成20年産から当該年産までに作付拡大（てん菜、でん粉原料用ばれいしょ以外）があった場合（「エ－(あ+い)＞オ－(う+え）」の場合）には、⑦に⑤の内容（(お)及び(か)を除く。）、⑧に⑥の内容（てん菜及びでん粉原料用ばれ
いしょは、⑥に⑤の（お）及び（か）を加えたもの）をそれぞれ記載。

（てん菜、でん粉原料用ばれいしょ）

（てん菜、でん粉原料用ばれいしょ以外）

保有する見込み期間平均生産面積

0

北海道用

ｼ-ｽ ㎡ ※シ－ス≦０の場合は、０を記載。

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

(注)助成対象面積は、シ－スの面積のうち各特定対象農産物（てん菜及びでん粉原料用ばれいしょを除く。）の作付拡大面積の範囲内で分配する。

ｺ-ｼ-(ｹ-ｽ) ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

(注)助成対象面積は、コ－シ－（ケ－ス）の面積を各特定対象農産物の作付拡大面積の範囲内で分配する。

( )

(注)特定対象農産物以外の作物に技術を導入した場合は、その農産物の作付面積も記入する。

添付書類

・ 経営面積の拡大が確認できる書類（18年産収穫以降に権利を取得した農地の売買契約書、作業受委託等の契約書の写し等）

18年産の作付面積の確認に係る書類（共済掛金賦課金納入告知書の写し等）（初年度に提出している場合は ２年目以降は提出不要）

水田等有効活用促進対策事業

助成対象見込み面積(⑦)

担い手経営革新促進事業

導入する新技術

(技術を導入する作物)

助成対象見込み面積(⑧)

北海道用

・ 18年産の作付面積の確認に係る書類（共済掛金賦課金納入告知書の写し等）（初年度に提出している場合は、２年目以降は提出不要）

・ 20年産の作付面積の確認に係る書類（共済掛金賦課金納入告知書の写し等）（20年度に提出している場合は提出不要）

・ （19年産以降に裏作麦又は麦跡大豆を作付けする場合）18年産の裏作作物又は麦跡大豆の作付がなかったことの証明する書類（農業協同組合等の出荷先の長による作付けがなかったことの証明書（別紙３）等）

・ （法人、特定農業団体又は特定農業団体以外の農作業受託組織の場合）特定対象農産物の生産を行わずに期間平均面積を保有し続けている構成員がいないことを証明する書類（構成員ごとの生産条件不利補正交付金期間平均生産面積通知書（経営所得安
定対策実施要領別紙第３の３の（４）の期間平均生産面積の通知に係る文書）の写し、構成員ごとの共済細目書の写し等）



( 別紙４ ) 経営面積の拡大の場合

㎡ ㎡ ㎡ ㎡

㎡ ㎡

(ｱ) ㎡ (ｲ) ㎡ (ｳ) ㎡
(経営面積の上限) (経営面積の上限) (経営面積の上限)

ａ＋ｂ－ｃ ａ＋ｂ－f f－ｃ

ｄ＋ｅ

当該年産－18年産の差 当該年産－20年産の差 20年産－18年産の差

の経営面積(ｅ)

18年産における 20年産における

経営面積(c) 経営面積(f)

当該年産の 裏作又は麦跡大豆 20年産の 裏作又は麦跡大豆

経営面積(a) の経営面積(b) 経営面積(ｄ)

都府県用

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ (ｴ) ㎡

(注)具体的計画を有していない場合は、見込みの面積を記入する。

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ (ｵ) ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ (ｶ) ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ (ｷ) ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ (ｸ) ㎡

(ｹ) ㎡ ( ) ㎡ (注) に いては ア又はカのうち 小さい方の面積を上限とする農地の出し手から移動の見込まれる期間

0

20年産－18年産の差

⑥＝②－③

⑤＝①－②

作付面積(②)

当該年産－20年産の差

当該年産－18年産の差

④＝①－③

18年産の

作付面積(③)

20年産の

作付計画ｊ(①)

特定対象農産物

計

当該年産

小麦 二条大麦 六条大麦 はだか麦 大豆

都府県用

(ｹ) ㎡ (ｺ) ㎡ (注)コについては、ア又はカのうち、小さい方の面積を上限とする。

(注)シについては、

(ｻ) ㎡ (ｼ) ㎡

ｼ-ｻ ㎡ ※シ－サ≦０の場合は、０を記載。

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

(注)助成対象面積は、シ－サの面積のうち各特定対象農産物の作付拡大面積の範囲内で分配する。

○　平成20年産から当該年産までに作付拡大があった場合（「エ＞オ」の場合）には、⑦に⑤の内容、⑧に⑥の内容をそれぞれ記載。

○　平成20年産から当該年産までに経営規模の拡大に伴う作付拡大はないが、平成18年産から平成20年産までに経営規模の拡大があったことにより、平成18年産から当該年産までの作付拡大がある場合（「エ≦オ」の場合）には、⑧に④
の内容を記載。

水田等有効活用促進対策事業

助成対象見込み面積(⑦)

農地の出し手から移動の見込まれる期間

平均生産面積(20年産から当該年産までの間）

２　平成20年産から当該年産までに経営規模の拡大に伴う作付拡大がない場合は０とする。

１　平成20年産から当該年産までにの経営規模の拡大に伴う作付拡大があった場合（「エ＞
オ」の場合）には、イ又はキのうち、いずれか小さい方の面積を上限とする。

農地の出し手から移動の見込まれる期間

平均生産面積(18年産から当該年産までの間）

都府県用

(注)助成対象面積は、シ－サの面積のうち各特定対象農産物の作付拡大面積の範囲内で分配する。

ｺ-ｹ-(ｼ-ｻ) ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

(注)助成対象面積は、コ－ケ－（シ－サ）の面積を各特定対象農産物の作付拡大面積の範囲内で分配する。

( )

(注)特定対象農産物以外の作物に技術を導入した場合は、その農産物の作付面積も記入する。

添付書類

・ 経営面積の拡大が確認できる書類（18年産収穫以降に権利を取得した農地の売買契約書、作業受委託等の契約書の写し等）

・ 18年産の作付面積の確認に係る書類（共済掛金賦課金納入告知書の写し等）（初年度に提出している場合は、２年目以降は提出不要）

・ 20年産の作付面積の確認に係る書類（共済掛金賦課金納入告知書の写し等）（20年度に提出している場合は提出不要）

・ （19年産以降に裏作麦又は麦跡大豆を作付けする場合）18年産の裏作作物又は麦跡大豆の作付がなかったことの証明する書類（農業協同組合等の出荷先の長による作付けがなかったことの証明書（別紙３）等）

(技術を導入する作物)

（法人 特定農業団体又は特定農業団体以外の農作業受託組織の場合）特定対象農産物の生産を行わずに期間平均面積を保有し続けている構成員がいないことを証明する書類（構成員ごとの生産条件不利補正交付金期間平均生産面積通知書（経営所

導入する新技術

助成対象見込み面積(⑧)

担い手経営革新促進事業

都府県用

・ （法人、特定農業団体又は特定農業団体以外の農作業受託組織の場合）特定対象農産物の生産を行わずに期間平均面積を保有し続けている構成員がいないことを証明する書類（構成員ごとの生産条件不利補正交付金期間平均生産面積通知書（経営所
得安定対策実施要領別紙第３の３の（４）の期間平均生産面積の通知に係る文書）の写し、構成員ごとの共済細目書の写し等）



( 別紙５ ) 地方農政局長が特に認める場合（水田等有効活用対策促進事業にあっては、「不作付地への作付拡大の場合を含む」）

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

(注)具体的計画を有していない場合は、見込みの面積を記入する。

はだか麦小麦

ばれいしょ

二条大麦 六条大麦 大豆

当該年産作付計画（水田等有効活用促進対策事業助成
対象見込み面積）

当該年産作付計画（担い手経営革新促進事業助成対象
見込み面積）

特に認める内容

てん菜 でん粉原料用

北海道用

(注)具体的計画を有していない場合は、見込みの面積を記入する。

添付書類

・ 18年産の作付面積の確認に係る書類（共済掛金賦課金納入告知書の写し等）（初年度に提出している場合は、２年目以降は提出不要）

・

本報告書に係る個人情報の取り扱いについて

都道府県担い手育成総合支援協議会は、本申請書の記載内容及び添付書類に含まれる個人情報を「個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）」及び関係法令に基づき適正に管理し、担い手経営革新促進事業に係る交付事務及び連絡のために利用する。

また、申請者の関係する農業協同組合、農業共済組合等、集荷業者、販売又は販売の委託先、登録検査機関、都道府県担い手育成総合支援協議会の構成機関、地域担い手育成総合支援協議会の構成機関及び国の関係機関へ申請内容を確認するために提供する場合が
ある。

なお、本申請書を提出された場合は、本個人情報の取扱いについて同意したものとして取り扱う。

災害、土地改良事業等により収穫が皆無であったことを証明する書類（災害：農業共済組合等（水田・畑作経営所得安定対策実施要領別紙３の３の（２）のイの（イ）と同じ。）の長による収穫皆無となったことを証する書類（共済加入者名、年産、農産物名、収
穫皆無となった農地の地名・地番が記載されているものに限る）（農業共済組合等において証明できない場合にあっては、市町村又は農業協同組合による収穫皆無となったことを証する書類（別紙２））、土地改良事業：当該事業の実施計画書の写し等）



( 別紙５ ) 地方農政局長が特に認める場合（水田等有効活用対策促進事業にあっては、「不作付地への作付拡大の場合を含む」）

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

特に認める内容

小麦 二条大麦 六条大麦 はだか麦 大豆

当該年産作付計画（水田等有効活用促進対策事業助成対
象見込み面積）

当該年産作付計画（担い手経営革新促進事業助成対象見
込み面積）

都府県用

(注)具体的計画を有していない場合は、見込みの面積を記入する。

添付書類

・ 18年産の作付面積の確認に係る書類（共済掛金賦課金納入告知書の写し等）（初年度に提出している場合は、２年目以降は提出不要）

・

なお、本申請書を提出された場合は、本個人情報の取扱いについて同意したものとして取り扱う。

災害、土地改良事業等により収穫が皆無であったことを証明する書類（災害：農業共済組合等（水田・畑作経営所得安定対策実施要領別紙３の３の（２）のイの（イ）と同じ。）の長による収穫皆無となったことを証する書類（共済加入者名、年産、農産物名、
収穫皆無となった農地の地名・地番が記載されているものに限る）（農業共済組合等において証明できない場合にあっては、市町村又は農業協同組合による収穫皆無となったことを証する書類（別紙２））、土地改良事業：当該事業の実施計画書の写し等）

本報告書に係る個人情報の取り扱いについて

都道府県担い手育成総合支援協議会は、本申請書の記載内容及び添付書類に含まれる個人情報を「個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）」及び関係法令に基づき適正に管理し、担い手経営革新促進事業に係る交付事務及び連絡のために利用する。

また、申請者の関係する農業協同組合、農業共済組合等、集荷業者、販売又は販売の委託先、登録検査機関、都道府県担い手育成総合支援協議会の構成機関、地域担い手育成総合支援協議会の構成機関及び国の関係機関へ申請内容を確認するために提供する場合
がある。



○担い手経営革新促進事業用

氏名 住所 Tel Fax
〒

２ 記入面積の参加者ごとの内
訳

氏名 ㎡

　

氏名 ㎡

　

氏名 ㎡

　

（４）当該年産作付計画
小麦 二条大麦 六条大麦 はだか麦 大豆 てん菜 でん粉原料用

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 　ばれいしょ ㎡

 
（５）18年産の作付面積

小麦 二条大麦 六条大麦 はだか麦 大豆 てん菜 でん粉原料用

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 　ばれいしょ ㎡

添付書類

（ブロックローテーションの場合は、以下の必要な事項に記入すること）

氏名

       （注）具体的計画を有していない場合は、見込みの面積を記入する。

氏名

・記載した事項について、参加者ごとに確認できる書類

・ブロックローテーションを実施していること及びその範囲・参加者等を明文化した申し合わせ書等

１　ブロックローテーション参加者名簿

（１）当該年産の生産調整実施面積

（２）当該年産の生産調整目標水準

（３）18年産の生産調整目標水準



 （ブロックローテーションの場合は、以下の必要な事項を記入すること）

○水田等有効活用促進対策事業用

１　ブロックローテーション参加者名簿

番号 氏名

２　参加者ごとの内訳

（１）平成２１年産対象作物（○○）の作付面積

番号 氏名

合計（ａ）

（２）平成２０年産対象作物（○○）の作付面積

番号 氏名

合計（ｂ）

（３）平成２１年産対象作物（○○）の作付拡大面積

拡大面積 （ａ） （ｂ）

＝ －

添付書類

　・ブロックローテーションを実施していること及びその範囲・参加者等を明文化した申し合わせ書等

　・記載した事項について、参加者ごとに確認できる書類

作付面積（㎡）

作付面積（㎡）

住所 Tel



別紙（参考様式６号関係）

年 月 日

市町村農業委員会

代表 殿

フリガナ フリガナ

氏名 代表者氏名 印

※代表者氏名は法人・組織のみ記入

私は、下記のとおり平成 20 年産以降に農外から新規参入したことを証明願います。

記

１ 新規参入年月日 平成 年 月 日

２ 新規参入の状況

（１）住所（所在地）

（２）経営面積（地番ごと）

地番 面 積

㎡

㎡

㎡

上記のとおり新規参入したことを証明します。

平成 年 月 日

印

（市町村農業委員会の代表者）




